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 （別紙） 

厚生労働省から評価要請のあった諮問事項について評価をするに当たり、第

43 回かび毒・自然毒等専門調査会で指摘された以下の事項について、補足資料

を提出されたい。 

 

１．平成 28 年 11 月８日付け生食監発 1108 第３号「食品健康影響評価に係る

補足資料の提出について」に記載されている提出資料１のマウス試験法（以

下、提出資料１の試験法という。）における試験手順は、食品衛生検査指針
1のフグ毒マウス検定法（以下、参考法という。）を一部改変している。こ

のため、提出資料１の試験法による検査結果と、参考法による検査結果を比

較した資料を示していただきたい。 

 

（説明） 

提出資料１の試験法の手順では、試料の肝臓 10 g に対して 0.1％酢酸水溶

液 10 ml を加えることでフグ毒を抽出して試験液としており、フグから採取

した試料 10 g を同水溶液 25 ml を加えてフグ毒を抽出し、50 ml に定容した

ものを試験液とする参考法と比べ、試験液中に占める原臓器の割合が高い。

また、提出資料１の試験法の手順では、抽出物のろ過残渣の洗浄操作を省略

している。したがって、提出資料１の試験法では抽出効率が低下する可能性

がある。 

さらに、麻痺性貝毒のマウス試験法では、抽出液中に毒性を緩衝する物質

が存在することが指摘されている。麻痺性貝毒とフグ毒テトロドトキシン

（TTX）は作用機序が同じであることから、毒性を緩衝する物質の影響によ

り、高濃度の抽出液をマウスに投与することで毒性が過小評価される可能性

がある。 

よって、これらの可能性の有無を確認し、試験法改変の妥当性を確認した

試験結果を示していただきたい。 

 

２．平成 28 年 11 月８日付け生食監発 1108 第３号「食品健康影響評価に係る

補足資料の提出について」に記載されている別添【提出資料２】で示された

抽出効率は、高濃度の TTX が検出された天然トラフグの肝臓を試料として

HPLC－FL 法を用いて妥当性を確認したものである。一方、提出資料８のマウ

ス試験法で測定した結果においては、検出下限値付近の低濃度の結果も含ま

れている。このため、低濃度の毒を含有するトラフグの肝臓を試料として用

いた場合についての抽出効率の妥当性についても、HPLC－FL 法を用いた試験

結果で示していただきたい。 
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